
議

案

第

七

十

三

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

九

月

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

港

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正 

す

る

。 

 

第

二

条

第

一

項

中

「

、

常

時

勤

務

に

服

す

る

こ

と

を

要

す

る

職

員

（

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

除

く

。

）

で

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

及

び

第

二

号

中

「

さ

れ

る

職

員

」

の

下

に

「

の

う

ち

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

」

を

加

え

、

同

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

三 

港

区

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

令

和

元

年

港

区

条

例

第

二

十

号

）

第

二

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

（

同

号

に

規

定

す

る

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

を

含

む

。

）

及

び

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

十

九

条

第

一

項

に

定

め

る

給

与

を

支

給

さ

れ



る

職

員

（

以

下

「

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

」

と

い

う

。

）

の

う

ち

、

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

て

い

る

勤

務

時

間

以

上

勤

務

し

た

日

（

法

令

又

は

条

例

若

し

く

は

こ

れ

に

基

づ

く

区

規

則

に

よ

り

、

勤

務

を

要

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

、

又

は

休

暇

を

与

え

ら

れ

た

日

を

含

む

。

以

下

同

じ

。 

が

十

八

日

以

上

あ

る

月

が

引

き

続

い

て

六

月

を

超

え

る

に

至

つ

た

者

で

、

そ

の

超

え

る

に

至

つ

た

日

以

後

引

き

続

き

当

該

勤

務

時

間

に

よ

り

勤

務

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

も

の 

 

第

二

条

第

二

項

を

削

る

。 

 

第

三

条

第

一

項

た

だ

し

書

中

「

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

職

員

と

な

つ

た

と

き

」

を

「

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 

前

条

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

職

員

の

う

ち

、

任

期

の

定

め

の

な

い

も

の

（

以

下

「

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

」

と

い

う

。

）

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

と

な

つ

た

と

き

。 

 

二 

前

条

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

職

員

の

う

ち

、

任

期

の

定

め

の

あ

る

も

の

（

以

下

「

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

」

と

い

う

。

）

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

又

は

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

と

な

つ

た

と

き

。 

 

三 

前

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

又

は

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

と

な

つ

た

と

き

。 

 

） 



 

四 

前

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

。 

 

第

三

条

中

第

二

項

を

第

四

項

と

し

、

第

一

項

の

次

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

場

合

の

ほ

か

、

前

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

の

そ

の

月

の

勤

務

日

数

（

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

て

い

る

勤

務

時

間

以

上

勤

務

し

た

日

に

限

る

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

十

八

日

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

つ

た

と

き

は

、

そ

の

月

の

末

日

に

お

い

て

退

職

し

た

も

の

と

み

な

し

て

退

職

手

当

を

支

給

す

る

。 

３ 

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

同

項

第

四

号

に

規

定

す

る

再

び

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

者

の

そ

の

月

の

勤

務

日

数

が

十

八

日

に

達

し

な

い

こ

と

と

な

つ

た

と

き

は

、

そ

の

月

の

末

日

に

お

い

て

退

職

し

た

も

の

と

み

な

し

て

退

職

手

当

を

支

給

す

る

。 

 

第

七

条

第

一

項

中

「

地

方

公

務

員

法

」

の

下

に

「

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

」

を

加

え

、

「

若

し

く

は

」

を

「

又

は

」

に

改

め

る

。 

 

第

七

条

の

三

中

「

十

年

」

を

「

十

五

年

（

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

イ

に

掲

げ

る

医

療

職

給

料

表

㈠

（

以

下

「

医

療

職

給

料

表

㈠

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

十

年

）

」

に

改

め

る

。 

 

第

七

条

の

四

第

一

項

中

「

を

い

う

。

」

の

下

に

「

以

下

同

じ

。

」

を

加

え

る

。 

 

第

八

条

中

「

第

七

条

第

一

項

」

の

下

に

「

、

次

条

」

を

、

「

又

は

第

五

条

」

の

下

に

「

及

び

第

十

条

」

を

、



「

計

算

し

た

額

」

の

下

に

「

の

合

計

額

」

を

加

え

る

。 

 
第

九

条

第

一

項

中

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

」

を

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

の

四

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

」

を

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

の

四

」

に

、

「

期

間

を

」

を

「

期

間

（

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

園

長

及

び

副

園

長

の

職

に

あ

つ

た

者

か

ら

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

と

な

つ

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

適

用

を

受

け

た

日

か

ら

退

職

の

日

ま

で

継

続

し

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

た

期

間

に

限

る

。

）

を

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

以

下

」

の

下

に

「

こ

の

項

に

お

い

て

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

条

第

四

項

中

「

第

一

号

か

ら

第

七

号

ま

で

に

掲

げ

る

期

間

の

あ

る

月

に

あ

つ

て

は

現

実

に

職

務

に

従

事

す

る

こ

と

を

要

す

る

日

の

あ

つ

た

月

を

除

き

、

第

八

号

に

掲

げ

る

期

間

の

あ

る

月

に

あ

つ

て

は

育

児

短

時

間

勤

務

等

（

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

そ

の

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

る

育

児

短

時

間

勤

務

及

び

育

児

短

時

間

勤

務

の

例

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

期

間

以

外

の

期

間

に

お

け

る

」

を

削

り

、

「

の

あ

つ

た

月

を

除

く

」

を

「

（

次

に

掲

げ

る

期

間

（

無

罪

の

判

決

が

確

定

し

た

場

合

に

お

け

る

第

二

号

に

掲

げ

る

期

間

を

除

く

。

）

以

外

の

期

間

に

お

け

る

週

休

日

等

（

港

区

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

港

区

条

例

第

一

号

）

第

四

条

及

び

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

週

休

日

、

同

条

例

第

十

条

及

び

第

十

一

条

の

規

定

に

よ

る

休

日

、

同

条

例

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

代

休

日

並

び

に

そ

の

他

の

規

程

に

よ

る

こ

れ

ら

に

相

当

す

る

日

）

以

外

の

日

を

い

う

。

）

の

あ

つ

た

月

を

除

く

」

に

改

め

、

同

項

第

八

号

中

「

育

児

短

時

間

勤

務

等

」

の

下

に

「

（

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等



に

関

す

る

法

律

そ

の

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

る

育

児

短

時

間

勤

務

及

び

育

児

短

時

間

勤

務

の

例

に

よ

る

短

時

間

勤

務

を

い

う

。

第

十

一

条

第

四

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

同

号

を

同

項

第

十

号

と

し

、

同

項

第

七

号

中

「

地

方

公

務

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

法

律

」

の

下

に

「

（

平

成

三

年

法

律

第

百

十

号

）

」

を

加

え

、

同

号

を

同

項

第

九

号

と

し

、

同

項

第

六

号

を

同

項

第

八

号

と

し

、

同

項

第

五

号

中

「

以

下

」

を

「

第

十

一

条

第

四

項

に

お

い

て

」

に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

七

号

と

し

、

同

項

第

四

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。 

 

五 

高

齢

者

部

分

休

業

（

地

方

公

務

員

法

第

二

十

六

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

高

齢

者

部

分

休

業

及

び

そ

の

他

の

規

程

に

よ

る

こ

れ

に

相

当

す

る

休

業

を

い

う

。

）

の

期

間 

 

六 

自

己

啓

発

等

休

業

（

地

方

公

務

員

法

そ

の

他

の

法

律

の

規

定

に

よ

る

自

己

啓

発

等

休

業

を

い

う

。

第

十

一

条

第

四

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

期

間 

 

第

十

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

職

員

に

係

る

退

職

手

当

の

調

整

額

） 

第

十

条

の

二 

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

二

第

四

項

に

規

定

す

る

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

職

員

（

同

法

第

二

十

八

条

の

五

第

三

項

に

規

定

す

る

特

定

管

理

監

督

職

群

の

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

し

た

職

員

そ

の

他

の

区

規

則

で

定

め

る

職

員

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

し

た

職

員

等

」

と

い

う

。

）

を

含

む

。

）

に

つ

い

て

前

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

退

職

手

当

の

調

整

額

が

、

そ

の

者

が

当

該

他

の

職

へ

の

降

任

等

を

さ

れ

た

日

の

前

日

（

他

の

管

理

監

督

職

に

降

任

し

た

職

員

等

に

あ

つ

て

は

、

区

規

則

で

定

め

る

日

）

に

お

い

て

退

職

を

し

た

も

の

と

し

て

同

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

退

職

手

当

の

調

整

額

（

以



下

こ

の

条

に

お

い

て

「

降

任

等

前

退

職

手

当

の

調

整

額

」

と

い

う

。

）

に

満

た

な

い

場

合

は

、

前

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

降

任

等

前

退

職

手

当

の

調

整

額

（

降

任

等

前

退

職

手

当

の

調

整

額

が

二

以

上

あ

る

場

合

は

、

最

も

多

い

額

）

を

そ

の

者

の

退

職

手

当

の

調

整

額

と

す

る

。 

 

第

十

一

条

第

一

項

中

「

計

算

は

」

を

「

計

算

は

、

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

計

算

は

」

を

「

計

算

は

、 

に

改

め

、

「

月

数

」

の

下

に

「

（

第

二

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

引

き

続

い

た

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

員

に

つ

い

て

定

め

ら

れ

て

い

る

勤

務

時

間

以

上

勤

務

し

た

日

が

十

八

日

以

上

あ

る

月

の

月

数

）

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

職

員

と

な

つ

た

」

を

「

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。 

 

一 

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

と

な

つ

た

と

き

。 

 

二 

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

又

は

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

と

な

つ

た

と

き

。 

 

三 

第

二

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

（

第

三

条

第

二

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

退

職

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

任

期

の

定

め

の

な

い

職

員

、

任

期

の

定

め

の

あ

る

職

員

又

は

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

。 

 

四 

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

（

第

二

条

第

三

号

に

掲

げ

る

職

員

を

除

く

。

）

が

退

職

し

た

場

合

 

」 



に

お

い

て

、

そ

の

者

が

退

職

の

日

又

は

そ

の

翌

日

に

再

び

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

。 

 

第

十

一

条

第

四

項

中

「

前

条

第

四

項

」

を

「

第

十

条

第

四

項

」

に

、

「

し

た

期

間

に

つ

い

て

は

、

」

を

「

し

た

期

間

に

つ

い

て

は

」

に

改

め

、

「

要

し

な

か

つ

た

期

間

」

の

下

に

「

、

自

己

啓

発

等

休

業

を

し

た

期

間

（

そ

の

期

間

中

の

大

学

等

課

程

の

履

修

又

は

国

際

貢

献

活

動

の

内

容

が

公

務

の

能

率

的

な

運

営

に

特

に

資

す

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

こ

と

そ

の

他

の

区

規

則

で

定

め

る

要

件

に

該

当

し

な

い

場

合

に

お

け

る

当

該

自

己

啓

発

等

休

業

の

期

間

に

限

る

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

中

「

職

員

と

し

て

」

を

「

職

員

と

し

て

の

」

に

改

め

、

「

に

は

、

 

の

下

に

「

都

職

員

等

（

」

を

加

え

、

「

東

京

都

の

公

営

企

業

の

」

を

「

東

京

都

公

営

企

業

職

員

の

給

与

の

種

類

及

び

基

準

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

条

例

第

十

九

号

）

の

適

用

を

受

け

る

」

に

、

「

（

区

規

則

で

定

め

る

者

を

除

く

。

以

下

「

都

職

員

等

」

と

い

う

。

）

か

ら

引

き

続

い

て

、

」

を

「

の

う

ち

、

こ

れ

ら

の

者

が

属

し

て

い

た

東

京

都

等

の

退

職

手

当

（

こ

れ

に

相

当

す

る

給

与

を

含

む

。

）

に

関

す

る

規

程

に

お

い

て

退

職

手

当

（

こ

れ

に

相

当

す

る

給

与

を

含

む

。

）

の

支

給

対

象

で

あ

つ

た

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

か

ら

引

き

続

い

て

」

に

改

め

、

「

者

（

」

の

下

に

「

区

規

則

で

定

め

る

者

を

除

き

、

」

を

加

え

、

「

認

め

る

」

を

「

認

め

た

」

に

、

「

）

の

都

職

員

等

と

し

て

」

を

「

）

の

都

職

員

等

と

し

て

の

」

に

、

「

も

の

の

」

を

「

者

の

」

に

改

め

、

同

条

第

六

項

を

削

り

、

同

条

第

七

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

八

項

を

同

条

第

七

項

と

し

、

同

条

第

九

項

中

「

第

六

項

」

を

「

第

五

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

八

項

と

す

る

。 

 

第

十

三

条

第

二

項

中

「

者

で

」

の

下

に

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

」

を

加

え

、

「

（

法

令

又

は

条

例

若

し

く

は

 

」 



こ

れ

に

基

づ

く

区

規

則

に

よ

り

、

勤

務

を

要

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

、

又

は

休

暇

を

与

え

ら

れ

た

日

を

含

む

。

） 
を

削

り

、

「

す

べ

て

」

を

「

全

て

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

た

だ

し

書

中

「

雇

用

保

険

法

」

を

「

同

法

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

職

員

が

、

」

を

「

職

員

が

」

に

、

「

」

と

す

る

」

を

「

」

と

し

、

当

該

退

職

の

日

後

に

事

業

（

そ

の

実

施

期

間

が

三

十

日

未

満

の

も

の

そ

の

他

区

規

則

で

定

め

る

も

の

を

除

く

。

）

を

開

始

し

た

職

員

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

職

員

が

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

そ

の

旨

を

申

し

出

た

と

き

は

、

当

該

事

業

の

実

施

期

間

（

当

該

実

施

期

間

の

日

数

が

四

年

か

ら

第

一

項

及

び

こ

の

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

さ

れ

る

期

間

の

日

数

を

除

い

た

日

数

を

超

え

る

場

合

に

お

け

る

当

該

超

え

る

日

数

を

除

く

。

）

は

、

第

一

項

及

び

こ

の

項

の

規

定

に

よ

る

期

間

に

算

入

し

な

い

」

に

改

め

、

同

条

第

八

項

中

「

各

号

の

規

定

」

を

「

各

号

に

掲

げ

る

者

」

に

、

「

掲

げ

る

」

を

「

定

め

る

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

し

た

雇

用

保

険

法

」

を

「

し

た

同

法

」

に

改

め

、

同

項

第

五

号

中

「

第

四

条

第

八

項

」

を

「

第

四

条

第

九

項

」

に

改

め

、

同

条

第

十

項

及

び

第

十

一

項

中

「

掲

げ

る

」

を

「

定

め

る

」

に

改

め

、

同

条

第

十

二

項

中

「

掲

げ

る

退

職

手

当

の 

を

「

定

め

る

退

職

手

当

の

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

四

条

中

「

職

員

が

」

を

「

職

員

（

区

規

則

で

定

め

る

者

を

除

く

。

）

が

」

に

改

め

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

以

下

」

の

下

に

「

こ

の

条

に

お

い

て

」

を

加

え

、

「

規

定

」

を

「

規

程

」

に

改

め

、

「

と

き

」

の

下

に

「

そ

の

他

区

規

則

で

定

め

る

と

き

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

八

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。 

 

」 

 

」 



 

第

十

九

条

第

一

項

中

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

禁

錮

」

を

「

禁

錮

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

一

条

第

一

項

中

「

こ

の

条

」

を

「

こ

の

項

か

ら

第

六

項

ま

で

」

に

、

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

及

び

第

三

項

中

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

禁

錮

」

を

「

禁

錮

」

に

、

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

再

任

用

職

員

」

を

「

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

」

に

、

「

に

あ

つ

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

四

条

第

一

項

中

「

あ

と

」

を

「

後

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

ま

で

」

の

下

に

「

（

付

則

第

十

条

第

三

項

、

第

四

項

及

び

第

六

項

か

ら

第

九

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

） 

を

加

え

る

。 

 

第

二

十

五

条

中

「

か

か

わ

ら

ず

」

の

下

に

「

、

」

を

加

え

、

同

条

第

一

号

中

「

ま

で

」

の

下

に

「

（

付

則

第

十

条

第

三

項

、

第

四

項

及

び

第

六

項

か

ら

第

九

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む 

を

加

え

る

。 

 

付

則

第

八

条

中

「

令

和

四

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

」

に

改

め

る

。 

 

付

則

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

職

員

の

定

年

の

引

上

げ

に

伴

う

経

過

措

置

） 

第

十

条 

当

分

の

間

、

第

六

条

第

一

項

の

規

定

は

、

六

十

歳

に

達

し

た

日

以

後

そ

の

者

の

非

違

に

よ

る

こ

と

な

く

退

職

し

た

者

（

定

年

の

定

め

の

な

い

職

を

退

職

し

た

者

及

び

同

項

の

規

定

に

該

当

す

る

者

を

除

く

。

）

に

こ  

こ  

 

」 

 

。

）

」 



対

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

第

五

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

又

は

第

八

条

」

と

あ

る

の

は

、

「

、

第

八

条

又

は

付

則

第

十

条

第

一

項

」

と

す

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

は

、

医

療

職

給

料

表

㈠

の

適

用

を

受

け

る

職

員

が

退

職

し

た

場

合

に

支

給

す

る

退

職

手

当

の

基

本

額

に

つ

い

て

は

、

適

用

し

な

い

。 

３ 

当

分

の

間

、

医

療

職

給

料

表

㈠

の

適

用

を

受

け

る

職

員

以

外

の

者

で

、

六

十

歳

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

に

退

職

し

た

も

の

に

対

す

る

第

七

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

定

年

に

」

と

あ

る

の

は

「

六

十

歳

に

」

と

、

「

そ

の

者

に

係

る

定

年

か

ら

十

五

年

（

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

イ

に

掲

げ

る

医

療

職

給

料

表

㈠

（

以

下

「

医

療

職

給

料

表

㈠

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

十

年

）

を

減

じ

た

年

齢

」

と

あ

る

の

は

「

五

十

歳

」

と

、

同

条

の

表

中

「

そ

の

者

に

係

る

定

年

」

と

あ

る

の

は

「

六

十

歳

」

と

す

る

。 

４ 

当

分

の

間

、

医

療

職

給

料

表

㈠

の

適

用

を

受

け

る

職

員

以

外

の

者

で

、

六

十

歳

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

か

ら

定

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

ま

で

に

退

職

し

た

も

の

に

対

す

る

第

七

条

の

三

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

区

規

則

で

定

め

る

」

と

あ

る

の

は

「

同

項

の

そ

の

者

の

非

違

に

よ

る

こ

と

な

く

勧

奨

を

受

け

て

退

職

し

た

者

で

区

規

則

で

定

め

る

も

の

、

区

規

則

で

定

め

る

」

と

、

「

定

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

」

と

あ

る

の

は

「

六

十

歳

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

か

ら

定

年

に

達

す

る

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

初

日

前

ま

で

」

と

、

「

で

あ

り

、

か

つ

、

退

職

の

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

末

日

の

年

齢

が

そ

の

者

に

係

る

定

年

か

ら

十

五

年

（

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す



る

条

例

第

五

条

第

一

項

第

二

号

イ

に

掲

げ

る

医

療

職

給

料

表

㈠

（

以

下

「

医

療

職

給

料

表

㈠

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

あ

つ

て

は

、

十

年

）

を

減

じ

た

年

齢

以

上

で

あ

る

」

と

あ

る

の

は

「

で

あ

る

」

と

、

同

条

の

表

中

「

そ

の

者

に

係

る

定

年

と

退

職

の

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

末

日

の

年

齢

と

の

差

に

相

当

す

る

年

数

一

年

に

つ

き

百

分

の

二

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

二

」

と

す

る

。 

５ 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

二

項

又

は

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

職

員

の

給

料

月

額

の

改

定

は

、

給

料

月

額

の

減

額

改

定

に

該

当

し

な

い

も

の

と

す

る

。 

６ 

当

分

の

間

、

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

二

項

又

は

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

七

条

の

四

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

一

号

中

「

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

係

る

減

額

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

」

と

あ

る

の

は

「

七

割

措

置

前

給

料

月

額

（

そ

の

者

が

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

二

項

又

は

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

（

以

下

「

七

割

措

置

」

と

い

う 

を

受

け

た

日

の

う

ち

最

も

早

い

日

を

減

額

日

と

し

た

場

合

に

お

け

る

当

該

七

割

措

置

に

よ

り

減

額

さ

れ

な

か

つ

た

も

の

と

し

た

場

合

の

そ

の

者

の

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

減

額

日

（

以

下

「

七

割

措

置

日

」

と

い

う

。

）

」

と

、

「

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

」

と

あ

る

の

は

「

七

割

措

置

前

給

料

月

額

を

」

と

、

「

相

当

す

る

額

」

と

あ

る

の

は

「

相

当

す

る

額

（

以

下

「

七

割

措

置

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

」

と

い

う

。 

（

そ

の

者

に

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

（

そ

の

者

の

七

割

措

置

日

前

に

お

け

る

そ

の

他

の

措

 

。

） 

 

） 



置

（

給

料

月

額

の

減

額

改

定

以

外

の

理

由

に

よ

る

措

置

の

う

ち

七

割

措

置

以

外

の

措

置

を

い

う

。

以

下

同

じ 

を

受

け

た

日

を

減

額

日

と

し

た

場

合

に

お

け

る

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

が

あ

り

、

そ

の

額

が

七

割

措

置

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

場

合

は

、

当

該

勤

続

期

間

に

応

じ

た

支

給

割

合

か

ら

七

割

措

置

に

係

る

減

額

日

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

（

そ

の

者

が

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

係

る

減

額

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

の

前

日

に

現

に

退

職

し

た

理

由

と

同

一

の

理

由

に

よ

り

退

職

し

た

も

の

と

し

、

か

つ

、

そ

の

者

の

同

日

ま

で

の

勤

続

期

間

及

び

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

基

礎

と

し

て

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

場

合

の

退

職

手

当

の

基

本

額

に

相

当

す

る

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

）

、

そ

の

者

が

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

（

そ

の

者

の

七

割

措

置

日

後

に

お

け

る

そ

の

他

の

措

置

を

受

け

た

日

を

減

額

日

と

し

た

場

合

に

お

け

る

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

係

る

減

額

日

の

う

ち

最

も

遅

い

日

の

前

日

に

現

に

退

職

し

た

理

由

と

同

一

の

理

由

に

よ

り

退

職

し

た

も

の

と

し

、

か

つ

、

そ

の

者

の

同

日

ま

で

の

勤

続

期

間

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

を

基

礎

と

し

て

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

場

合

の

退

職

手

当

の

基

本

額

に

相

当

す

る

額

（

以

下

「

七

割

措

置

後

の

退

職

手

当

の

基

本

額

」

と

い

う

。

）

（

そ

の

者

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

が

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

場

合

は

、

当

該

勤

続

期

間

に

応

じ

た

支

給

割

合

か

ら

七

割

措

置

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

者

に

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

が

あ

り

、

そ

の

額

が

七

割

措

置

前

給

料

月

額

及

び

七

 

。

） 



割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

場

合

又

は

そ

の

者

が

七

割

措

置

を

受

け

た

日

の

同

日

に

そ

の

他

の

措

置

も

受

け

た

場

合

に

お

け

る

七

割

措

置

前

給

料

月

額

が

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

多

い

と

き

は

、

零

と

す

る

。

）

）

並

び

に

七

割

措

置

に

係

る

減

額

日

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

（

計

算

の

基

礎

と

な

つ

た

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

が

七

割

措

置

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

よ

り

少

な

い

場

合

は

、

零

と

す

る

。

）

の

合

計

額

」

と

、

同

項

第

二

号

ロ

中

「

前

号

に

掲

げ

る

額

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

」

と

あ

る

の

は

「

七

割

措

置

後

の

退

職

手

当

の

基

本

額

の

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

（

そ

の

者

に

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

が

な

い

場

合

又

は

七

割

措

置

後

の

退

職

手

当

の

基

本

額

が

零

と

な

る

場

合

は

、

七

割

措

置

前

の

退

職

手

当

の

基

本

額

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に

対

す

る

割

合

）

」

と

す

る

。 

７ 

第

四

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

に

対

す

る

前

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

ら

れ

る

第

七

条

の

四

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

 

    

付

則

第

十

条

第

六 

項

の

規

定

に

よ

り 

読

み

替

え

て

適

用 

す

る

第

七

条

の

四 

第

一

項

第

一

号 

読

み

替

え

る

規

定 

及

び

七

割

措

置

日

後

の 

特

定

減

額

前

給

料

月

額 

の

七

割

措

置

日

前

の

特 

定

減

額

前

給

料

月

額 

及

び

七

割

措

置

日

前

の 

特

定

減

額

前

給

料

月

額 

及

び

七

割

措

置

前

給

料 

月

額 

読

み

替

え

ら

れ

る

字

句 
並

び

に

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

及

び

七

割 

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗

じ

て 

の

割

増

後

の

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額 

並

び

に

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

及

び

七

割 

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗

じ

て 

得

た

額

の

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後

の

七

割

措

置

日

前

の

特 

定

減

額

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

） 

並

び

に

七

割

措

置

前

給

料

月

額

及

び

七

割

措

置

前

給

料

月

額 

に

百

分

の

二

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後 

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

） 

読

み

替

え

る

字

句 

 



 
 

 

                

付

則

第

十

条

第

六 

項

の

規

定

に

よ

り 

読

み

替

え

て

適

用 

す

る

第

七

条

の

四 

第

一

項

第

二

号

ロ 

付

則

第

十

条

第

六 

項

の

規

定

に

よ

り 

読

み

替

え

て

適

用 

す

る

第

七

条

の

四 

第

一

項

第

二

号 

 

七

割

措

置

前

給

料

月

額 

の

七

割

措

置

日

後

の

特 

定

減

額

前

給

料

月

額 

退

職

日

給

料

月

額

に

、 

七

割

措

置

前

給

料

月

額 

に 及

び

七

割

措

置

日

後

の 

特

定

減

額

前

給

料

月

額 

を の

七

割

措

置

日

前

の

特 

定

減

額

前

給

料

月

額 

 

割

増

後

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額 

の

割

増

後

の

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額 

退

職

日

給

料

月

額

及

び

退

職

日

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗 

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

に

、 

割

増

後

の

七

割

措

置

前

給

料

月

額

に 

並

び

に

七

割

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

及

び

七

割 

措

置

日

後

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額

に

百

分

の

二

を

乗

じ

て 

得

た

額

の

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後

の

七

割

措

置

日

後

の

特 

定

減

額

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

）

を 

の

割

増

後

の

七

割

措

置

日

前

の

特

定

減

額

前

給

料

月

額 

得

た

額

の

合

計

額

（

以

下

「

割

増

後

の

七

割

措

置

日

前

の

特 

定

減

額

前

給

料

月

額

」

と

い

う

。

） 

 



８ 

当

分

の

間

、

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

十

二

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

（

付

則

第

五

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

）

に

対

す

る

第

九

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

第

七

条

の

四

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

第

七

条

の

四

ま

で

（

付

則

第

十

条

第

三

項

、

第

四

項

、

第

六

項

及

び

第

七

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

、

「

退

職

の

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

給

料

の

調

整

額

の

額

（

退

職

の

日

に

給

料

の

調

整

額

の

支

給

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

退

職

の

日

の

直

近

の

時

期

に

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

）

と

、

そ

の

者

が

最

も

長

期

間

に

わ

た

り

支

給

を

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

と

の

い

ず

れ

か

多

い

額

の

も

の

に

、

給

料

の

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

者

が

六

十

歳

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

（

以

下

「

特

定

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

（

同

日

に

給

料

の

調

整

額

の

支

給

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

同

日

の

直

近

の

時

期

に

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

）

と

、

そ

の

者

が

同

日

ま

で

の

期

間

に

お

い

て

最

も

長

期

間

に

わ

た

り

支

給

を

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

と

の

い

ず

れ

か

多

い

額

の

も

の

に

、

同

日

ま

で

の

期

間

に

お

い

て

給

料

の

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

（

以

下

「

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

及

び

退

職

の

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

給

料

の

調

整

額

の

額

（

退

職

の

日

に

給

料

の

調

整

額

の

支

給

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

は

、

特

定

日

以

後

で

退

職

の

日



の

直

近

の

時

期

に

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

）

と

、

そ

の

者

が

特

定

日

以

後

で

最

も

長

期

間

に

わ

た

り

支

給

を

受

け

て

い

た

給

料

の

調

整

額

の

額

に

相

当

す

る

区

規

則

で

定

め

る

額

と

の

い

ず

れ

か

多

い

額

の

も

の

に

、

給

料

の

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た

支

給

割

合

か

ら

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

」

と

す

る

。 

９ 

当

分

の

間

、

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

付

則

第

七

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

職

員

に

対

す

る

第

九

条

第

二

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

前

項

」

と

あ

る

の

は

「

前

項

（

付

則

第

十

条

第

三

項

、

第

四

項

及

び

第

六

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

と

、

「

退

職

時

に

受

け

て

い

た

教

職

調

整

額

の

額

に

」

と

あ

る

の

は

「

そ

の

者

が

六

十

歳

に

達

し

た

日

後

に

お

け

る

最

初

の

四

月

一

日

（

以

下

「

特

定

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

に

お

け

る

そ

の

者

の

教

職

調

整

額

の

額

に

、

同

日

ま

で

の

当

該

」

と

、

「

に

限

る

」

と

あ

る

の

は

「

の

う

ち

、

特

定

日

の

前

日

ま

で

の

も

の

に

限

る

」

と

、

「

を

乗

じ

て

得

た

額

」

と

あ

る

の

は

「

（

以

下

「

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

」

と

い

う

。

）

を

乗

じ

て

得

た

額

及

び

退

職

時

に

受

け

て

い

た

教

職

調

整

額

の

額

に

教

職

調

整

額

を

受

け

て

い

た

期

間

（

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

園

長

及

び

副

園

長

の

職

に

あ

つ

た

者

か

ら

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

と

な

つ

た

も

の

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

適

用

を

受

け

た

日

か

ら

退

職

の

日

ま

で

継

続

し

て

同

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

た

期

間

に

限

る

。

）

を

第

五

条

か

ら

第

七

条

ま

で

の

勤

続

期

間

と

み

な

し

て

得

た



支

給

割

合

か

ら

特

定

日

前

に

係

る

支

給

割

合

を

減

じ

て

得

た

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

の

合

計

額

」

と

す

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

第

一

項

の

改

正

規

定

、

同

項

に

一

号

を

加

え

る

改

正

規

定

、

同

条

第

二

項

を

削

る

改

正

規

定

、

第

三

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

改

正

規

定

、

同

項

に

各

号

を

加

え

る

改

正

規

定

、

同

条

中

第

二

項

を

第

四

項

と

し

、

第

一

項

の

次

に

二

項

を

加

え

る

改

正

規

定

、

第

七

条

第

一

項

、

第

八

条

及

び

第

九

条

の

改

正

規

定

（

同

条

第

二

項

の

改

正

規

定

（

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

」

を

「

、

第

五

条

か

ら

第

七

条

の

四

」

に

改

め

る

部

分

を

除

く

。

）

を

除

く

。

）

、

第

十

一

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

改

正

規

定

、

同

項

に

各

号

を

加

え

る

改

正

規

定

、

同

条

第

四

項

の

改

正

規

定

（

「

前

条

第

四

項

」

を

「

第

十

条

第

四

項

」

に

改

め

る

部

分

を

除

く

。

）

、

同

条

第

五

項

の

改

正

規

定

、

同

条

第

六

項

を

削

る

改

正

規

定

、

同

条

第

七

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

条

第

八

項

を

同

条

第

七

項

と

す

る

改

正

規

定

、

同

条

第

九

項

の

改

正

規

定

、

同

項

を

同

条

第

八

項

と

す

る

改

正

規

定

、

第

十

三

条

及

び

第

十

四

条

の

改

正

規

定

並

び

に

付

則

第

八

条

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

、

付

則

第

四

項

及

び

第

五

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う 

第

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

前

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

施

行

の

日

か

ら

令

和

五

年

三

月

三

十

一

 

。

） 



日

ま

で

の

間

に

限

り

、

同

条

第

一

号

中

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

」

と

あ

る

の

は

、

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

（

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

八

条

の

四

第

一

項

又

は

第

二

十

八

条

の

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

除

く

。

次

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

七

条

第

一

項

中

「

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

」

と

あ

る

の

は

、

「

地

方

公

務

員

法

」

と

す

る

。 

３ 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

に

対

す

る

改

正

後

の

条

例

第

二

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

号

中

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

」

と

あ

る

の

は

、

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

も

の

（

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

附

則

第

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

又

は

第

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

採

用

さ

れ

た

職

員

を

除

く

。

次

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

と

す

る

。 

４ 

改

正

後

の

条

例

第

十

三

条

第

四

項

の

規

定

は

、

令

和

四

年

七

月

一

日

以

後

に

同

項

の

事

業

を

開

始

し

た

職

員

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

同

項

の

区

規

則

で

定

め

る

職

員

に

該

当

す

る

に

至

っ

た

者

に

つ

い

て

適

用

す

る

。 

５ 

改

正

後

の

条

例

付

則

第

八

条

の

規

定

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

地

方

公

務

員

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

六

十

三

号

）

の

施

行

に

よ

る

地

方

公

務

員

法



（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

の

一

部

改

正

等

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


